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教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について

1.背景

　現行制度では、扶養義務者間（親子間等）で必要の都度支払われる教育資金は贈与税が非

課税である。しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」の

ニーズも高い。

　高齢化世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の

早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育

て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものである。

2.制度の概要

　平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人（30歳未満の方に限る。以下

「受贈者」といいます。）が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき受贈者の直系尊属（祖父母な

ど）から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書

面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合（以下、これら①～③の場合を「教育資金

口座の開設等」といいます。）には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金銭に相当する部

分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税

になります。

　その後、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合には非課税拠出額（教育資金非

課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額・

1,500万円限度・）から教育資金支出額（金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等

により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額・学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度としま

す。）を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったとされます。

 教育資金とは（領収書等の提出が必須）

（1）学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。

①入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費又は入学（園）試験の検定料等

②学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など。

「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学（院）、専修学校、各種学校、一定の外国

の教育施設、認定こども園又は保育所等などをいいます。

（2）学校等以外に対して直接支払われる次のような、金銭で社会通念上相当と認められるものをいいます。

③教育（学習塾、そろばんなど）に関す役務の提供の対価や施設の使用料など

④スポーツ（水泳、野球など）又は文化　芸術に関する活動（ピアノ、絵画など）その他教養の向上のための活動に係

る指導への対価など

⑤③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭

⑥上記のほかの支出で、学校等が必要と認めたもの。

※教育資金及び学校等の範囲については文部科学省ホームベージに情報が掲載されていますので参照してくだ

さい。

東北税理士会郡山支部
税理士 髙橋 三代志

税のミニ通信
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税務署ニュース

　国税庁では、国民の皆様に税の仕組み等を考えていただき税に対する理解を一層深めてもらうた

め、毎年11月11日から11月17日までを「税を考える週間」としております。

　期間中は、税の役割や国税庁のICT化・国際化に対する諸施策について紹介します。

　なお、今年のテーマは「税の役割と税務署の仕事」です。

　また、国税庁ホームページには、動画やイラストで見る税務署の仕事を掲載し、ツイッターを活用し

て各種情報を提供いたします。

　これらの詳しい内容は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。

「税を考える週間」について「税を考える週間」について
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